
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 

関係法律の整備に関する法律（第５次地方分権一括法）の成立について 

（会長談話） 
 

 

本日、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（第５次地方分権一括法）が成立しました。 

 

この法律は、地方の発意に根差した地方分権改革を目指し昨年から導入さ

れた「提案募集方式」を基に、事務・権限の移譲と義務付け・枠付けの見直

し等を行うものです。地方の意見を採り入れ、一層の分権が進められたこと

を評価いたします。 

特に、農地転用許可に係る事務・権限の移譲は、農林水産大臣の指定を受

けることにより、優良農地を確保しつつ、地域の実情に応じた適切かつ迅速

な土地利用を可能とするもので、指定都市におけるまちづくり施策に大きく

寄与します。 

このたび実現した内容を受け、圏域の更なる活性化と日本の社会・経済の

成長に貢献するため、今後とも指定都市として、着実に施策を推進していき

ます。 

 

指定都市が、地方活性化の拠点として最大限に力を発揮し、地方創生に寄

与していくには、自らの発想と創意工夫により課題解決を図ることができる

「真の分権型社会」の実現が必要です。 

今年も提案募集方式の手続きが進められています。指定都市市長会による

「指定都市20市共同提案」をはじめ、地方からの発意に根差した提案が最大

限に採用され、地方分権改革が大きく前進することを強く望みます。 

 

 

平成２７年６月１９日 

指定都市市長会会長 


